
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通用門の桜や中庭の花が色とりどりに咲き誇り、学校を春色に染めています。新年度が始ま

りました。子ども達は新しい学年になった期待と喜びで胸を膨らませながら、目を輝かせて始

業式に臨んでいました。今年度は、７３名の新 1 年生を迎え、全校児童 44０名でスタートしま

す。子ども達がわくわく胸を弾ませ笑顔で登校してくる、１日の学校生活に充実感を感じなが

ら家路を辿る、登下校にそんな子ども達の姿が見られる『楽しく実りのある学校』づくりを目

指していきたいと考えています。また、子どもたちが「こんな学校にしていきたい」「こんな 1

年にしていきたい」という思いや考えのもと、自分たちで学校をつくっていく意識をもって主

体的に物事に取り組んでいけるように考えています。子どもたちが安心して自分の力を発揮し、

自ら学びを深めていくことができるよう、教職員一同、全力で取り組んでまいります。 

今年度も、学校における学習面や生活面で、各学年の担任以外にも複数の教員で担当して関

われるようにしていきます。学ぶ意欲に満ちた子ども達の姿を目指して「チーム桃山」として、

全教職員が子ども達に寄り添い、心の通った指導を心掛けてまいります。そして、互いに認め

合い支え合いながら、一人一人が大切にされる、居場所が感じられる「安心できる学校」づくり

を子ども達と共に進めていきます。今後とも本校教育活動の推進に向け、ご理解とご支援並び

にご協力をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               号 

学校教育目標 

「知性と感性に富み、共に高まり合う子の育成」 

令和 ７年 ４月 １１日 

京都市立桃山小学校 

校 長  日比野 晶子 

桃山小学校 教育目標 

知性と感性に富み、共に高まり合う子の育成 

入学・進級おめでとうございます

4 月行事予定 

5月の行事予定 
（都合により変更する場合もあります） 

１日（木）個人懇談会②                      １５日（木）部活動開講式 

２日（金）個人懇談会③                      １６日（金）部活動スタート 

７日（水）個人懇談会④                      １９日（月）委員会活動スタート 

９日（金）6年科学センター学習                 20日（火）1・5年内科検診 

１２日（月）教職員研修のため全学年 4時間授業      21日（水）１・４年内科検診 

13日（火）1年～3年遠足 4年社会見学          ２２日（木）１年生を迎える会 

１４日（水）1年心電図                       23日（金）お・3年内科検診（教職員研修のため全学年 4時間授業） 

26日（月）クラブ活動スタート 

27日（火）4年自転車教室  全学年眼科検診 

28日（水）29日（木）検尿     ３０日（金）美化の日 

          

 

 

 

日 曜 学 校 行 事 保健行事 放課後遊び １年 
下校時刻 

PTA・地域行事・ 
その他 

10 木 着任式・入学式・始業式 × 

11 金 給食なし、２～６年 12:２０下校 × 11:30 

12 土    

身体計測 6年 × 
11:30 

13 日 

14 

15 

月 

身体計測 5年 × 1３:30 

16 

火 給食開始、1年４時間、２～６年 14:40完全下校 

身体計測４年 × 13:30 

17 

水 1年４時間、２～６年１４:４０完全下校 

身体計測 3年 × 13:30 

18 

木 ６年全国学力学習状況調査、2～6年 14：40完全下校 

身体計測 2年 × 1３：３0 

19 

金 

１３５年参観⑤懇談会 

身体計測１年 

20 

土 

21 

日 

22 

月 

身・聴・視おひさま 〇 14:40 

23 

火 

1年：交通安全教室②③、1年送り終了 

視力・聴力５年 〇 13:30 

24 

水 

視力・聴力 3年 
〇 13:30 

25 

木 

視・聴２年・内科６年 
〇 13:30 

26 

金 

６年校外学習 聴力１年 13:３０ 
27 

土 

28 

日 

29 

月 

昭和の日 

30 

火 

個人懇談① １３：１５完全下校 視力６年 13:１５ 

給食なし、２～６年 １２:２０下校 

1年４時間、２～６年１４:４０完全下校 

〇 

お２４６年参観⑤懇談会 

13:30 1年４時間、２～６年１４：４０下校 

〇 

× 水 



朝読書 8:30 ～ 8:40 朝読書 8:30 ～ 8:40 朝読書 8:30 ～ 8:40 

朝 の 会 8:40 ～ 8:45 朝 の 会 8:40 ～ 8:45 朝 の 会 8:40 ～ 8:45 

1 8:45 ～ 9:30 1 8:45 ～ 9:30 1 8:45 ～ 9:30 

2 9:35 ～ 10:20 2 9:35 ～ 10:20 2 9:35 ～ 10:20 

中間休 み 
（ 手洗 い ） 

10:20 ～ 10:35 
中間休 み 
（ 手洗 い ） 

10:20 ～ 10:35 
中間休 み 
（ 手洗 い ） 

10:20 ～ 10:35 

3 10:35 ～ 11:20 3 10:35 ～ 11:20 3 10:35 ～ 11:20 

4 11:25 ～ 12:10 4 11:25 ～ 12:10 4 11:25 ～ 12:10 

給食 12:10 ～ 12:55 給食 12:10 ～ 12:55 給食 12:10 ～ 12:55 

昼休 み 
（ 手洗 い ） 

12:55 ～ 13:15 
簡単 そうじ 
（ 手洗 い ） 

12:55 ～ 13:05 １ ～ ３ 年下校 
昼休 み 12:55 ～ 13:15 

そうじ 
（ 手洗 い ） 

13:15 ～ 13:30 
そうじ 
（ 手洗 い ） 

13:15 ～ 13:30 

ステッフ゜ 13:30 ～ 13:40 5 13:30 ～ 14:15 

5 13:40 ～ 14:25 5 13:40 ～ 14:25 6 14:25 ～ 15:15 

6 14:30 ～ 15:15 6 14:30 ～ 15:15 

※ ３ ～ 10 月 は １６ ： ３０ 完全下校 、 １１ ～ ２ 月 は １６ ： ００ 完全下校 

なかよし 
タイム 

13:05 ～ 13:40 

下校 

５ 時間下校   １４ ： ３０ 
６ 時間下校   １５ ： ２０ 
短縮 （ 給食有 ） １３ ： １５ 
短縮 （ 給食無 ） １２ ： １５ 

下校 
５ 時間下校   １４ ： ３０ 
６ 時間下校   １５ ： ２０ 

 
１ ～ ３ 年生下校 
１３ ： １５ 
４ ～ ６ 年生 
１５ ： ２０ 

下校 

月曜日 ～ 金曜日 ： 通常校時 ロング 昼休 み 校時 

京都市立桃山小学校 

令和 ７ 年度 
  
校時表 

クラブ・ 委員会活動校時 

月 火 水 木 金 

１年 5 時間 ５時間 ５時間 ５時間 ５時間 

２年 5 時間 ６時間 ５時間 ５時間 ５時間 

３年 5 時間 ６時間 ６時間 ５時間 ６時間 

４年 ６時間 ６時間 ６時間 ６時間 

５年 ６時間 ６時間 ６時間 ６時間 

６年 ６時間 ６時間 ６時間 ６時間 

5 時間（クラブ・委員会時は６時間） 

5 時間（クラブ・委員会時は６時間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本校は朝の集団登校はしていません。近所の友達と誘い合わせて安全に

気を付けて登校してください。登校は安全面を考慮し、学校に８時から

８時２０分までに到着できるように家を出てください。また、安全管理

のため校門は７時５５分から開門します。 

「児童生徒の健全育成に関する学校警察連絡制度」について  

 

京都市教育委員会、京都府教育委員会と京都府警察本部は、少年非行や犯罪被害の厳しい

状況を踏まえ、平成１９年３月に、児童生徒を対象とした「児童生徒の健全育成に関する学

校警察連絡制度」（以下、「連絡制度」という。）に関する協定を締結いたしました。また、

連絡制度に基づき、学校と警察の実効性のある連携を行うために、京都市教育委員会・京都

府教育委員会・京都府警察本部の協同で連絡制度についてのガイドラインを作成し、学校と

警察の連携の充実強化を進めています。  

 各校では、従来から児童生徒の健全育成に向けた取組を、保護者や地域の皆様をはじめ、

教育委員会、警察等とも連携し、教職員一丸となって進めておりますが、改めてこの制度の

趣旨についてご理解の上、学校にご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

１  趣  旨  

少年の非行や犯罪被害、いじめ等をめぐる情勢は依然として厳しく、また、大麻をはじ

めとする薬物乱用の問題についても非常に深刻化している状況にあります。この連絡制度

は、児童生徒の健全育成のため、非行及び犯罪被害の防止に関して、学校と警察が自らの

役割を果たしつつ、相互に理解し、緊密な連携の下に効果的な対応を図ることを目的とし

ています。  

２  内  容  

学校と警察が、児童生徒の非行及び犯罪被害防止や安全確保のため、情報の共有が必要

と認められる場合、相互に情報連絡を行います。  

(1) 警察から学校への連絡対象事案   

ア  逮捕事案  

イ  学校との連携による継続的な対応が必要な事案   

(2) 学校から警察への連絡対象事案  

ア  非行、犯罪被害の未然防止のため、警察との連携が必要な事案  

イ  児童生徒の安全確保のため、警察との連携が必要な事案   

以上、ご理解とご協力をお願いいたします。  

 

「就学援助」及び「総合育成支援教育就学奨励費」制度のお知らせ 

京都市では、お子さんが市立小・中学校へ就学するにあたり、経済的な理由によりお困りの保護者に対し、 

学用品費や給食費などを援助する就学援助制度を設けています。 

※令和７年度より、多子加算ができる子の年齢が１８歳未満から２２歳未満に上がります。 

昨年度、不認定となった方も加算の要件に該当すれば認定できる場合がありますので、該当する方は学校に 

お申し出ください。 

※ 新１年生で入学前に申込みをされた方は、再度申し込む必要はありません。 

※ 様々なご事情により家計が急変する等、経済的な理由でお困りの場合は、収入状況の悪化がわかるものを 

ご提出いただくこと等により認定できる場合がある臨時措置を設けています。まずは、学校にご相談ください。 

また、育成学級に在籍しているお子さんのご家庭や、普通学級に在籍し、総合支援学校に通う程度の障害がある 

お子さんのご家庭に対し、学用品費等の一部を補助する総合育成支援教育就学奨励費制度も設けています。 

申込みの手続きやご相談・ご質問がある方は学校までお申し出ください。 

5 時間（クラブ・委員会時は６時間） 

K おこ 


